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総
務
常
任
委
員
会
は
、
六
月

十
五
日
に
開
催
さ
れ
、委
員
長
、

副
委
員
長
を
互
選
に
よ
り
選
出

し
た
後
、
議
案
二
件
、
陳
情
五

件
を
審
査
し
た
。

そ
の
結
果
、
議
案
は
す
べ
て

可
決
す
べ
き
も
の
、
陳
情
は
す

べ
て
趣
旨
不
了
承
と
決
定
し
た
。

ま
た
、
①
公
共
料
金
の
見
直

し
②
湘
南
広
域
都
市
行
政
協
議

会
の
設
立
と
今
後
の
取
組
③
藤

沢
市
公
民
連
携
基
本
方
針
と
藤

沢
市
公
民
連
携
事
業
化
提
案
制

度
の
概
要
④
指
定
管
理
者
制
度

に
お
け
る
第
三
者
評
価
制
度
の

導
入
及
び
「
藤
沢
市
指
定
管
理

者
制
度
導
入
及
び
運
用
の
基
本

方
針
」
の
改
正
⑤
湘
南
Ｃ
―
Ｘ

（
シ
ー
ク
ロ
ス
）（
仮
称
）
ア
ー

バ
ン
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
プ
ラ
ザ

整
備
計
画
⑥
「（
新
）
男
女
共

同
参
画
プ
ラ
ン
」
策
定
に
向
け

た
中
間
報
告
―
―
以
上
六
件
に

つ
い
て
報
告
を
受
け
た
。

〇
藤
沢
市
公
民
連
携
基
本
方
針

と
藤
沢
市
公
民
連
携
事
業
化
提

案
制
度
の
概
要
に
つ
い
て

〈
市
の
説
明
〉

本
市
は
、
藤
沢
市
経
営
戦
略

基
本
方
針
の
中
に
、
市
民
と
取

り
組
む
公
共
経
営
を
掲
げ
、
民

間
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を

強
化
し
、
多
様
な
主
体
と
の
協

働
に
よ
る
新
し
い
公
共
づ
く
り

を
目
指
し
て
い
る
。
今
後
の
公

民
連
携
に
係
る
基
本
的
な
方
針

を
策
定
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
、

藤
沢
市
公
民
連
携
事
業
化
提
案

制
度
を
創
設
し
、
市
民
、
市
民

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
大

学
、
企
業
等
か
ら
幅
広
く
、
事

業
提
案
や
ア
イ
デ
ア
を
募
集
し

て
い
く
。

藤
沢
市
公
民
連
携
基
本
方
針

の
基
本
的
な
考
え
方
は
、
①

「
公
民
連
携
の
必
要
性
」
は
、

自
治
体
財
政
の
厳
し
さ
に
よ
り

「
小
さ
な
政
府
」
を
目
指
す
必

要
と
、
ニ
ー
ズ
等
の
多
様
化
に

よ
り
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
拡
大
が

求
め
ら
れ
て
お
り
、
市
民
や
企

業
等
に
そ
の
一
部
を
担
っ
て
も

ら
う
こ
と
が
必
要
と
な
る
こ
と

②
「
公
民
連
携
の
基
本
理
念
」

は
、
行
政
主
導
で
行
っ
て
き
た

公
共
サ
ー
ビ
ス
を
抜
本
的
に
見

直
し
、
市
民
や
企
業
等
と
の
連

携
、
協
働
に
よ
る
役
割
分
担
と

責
任
に
基
づ
く
公
共
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
こ
と
③
「
本
基
本

方
針
の
位
置
づ
け
」
は
、
藤
沢

市
経
営
戦
略
基
本
方
針
等
に
お

け
る
「
市
民
と
取
り
組
む
公
共

経
営
」
を
進
め
る
に
当
た
っ
て

の
基
本
的
な
考
え
方
を
示
す
こ

と
―
―
以
上
三
点
で
あ
る
。

藤
沢
市
公
民
連
携
事
業
化
提

案
制
度
は
、
市
民
が
必
要
と
す

る
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、

行
政
よ
り
も
費
用
対
効
果
を
高

め
る
こ
と
が
可
能
と
考
え
る
企

業
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
市
民
団
体
や
市

民
等
に
よ
る
事
業
に
つ
い
て
、

自
由
な
ア
イ
デ
ア
提
案
を
広
く

募
集
す
る
制
度
で
あ
る
。

対
象
事
業
に
つ
い
て
は
、
新

規
事
業
や
製
品
等
の
あ
っ
せ
ん

等
の
提
案
を
除
く
本
市
の
現
在

行
わ
れ
て
い
る
全
事
務
事
業
で
、

民
間
か
ら
自
由
に
提
案
を
受
け

る
「
一
般
事
業
提
案
」
と
、
斬

新
な
ア
イ
デ
ア
の
導
入
が
必
要

な
課
題
に
つ
い
て
、
具
体
的
な

事
業
内
容
及
び
提
案
へ
の
要
件

を
明
確
に
し
て
、
募
集
す
る

「
特
定
課
題
事
業
提
案
」
の
二

つ
の
提
案
募
集
を
行
う
。

提
案
資
格
と
し
て
は
、企
業
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
地
域
の
団
体
及
び
個

人
等
で
、
団
体
の
場
合
は
、
提

案
事
業
を
担
う
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
し
て
い
る
。

そ
の
際
の
審
査
方
法
は
、
客

観
性
や
公
正
性
等
を
確
保
す
る

た
め
、
公
民
連
携
の
分
野
に
つ

い
て
の
専
門
的
な
知
識
や
経
験

を
有
す
る
者
や
財
務
の
専
門
家

等
に
よ
る
「
藤
沢
市
公
民
連
携

事
業
化
提
案
審
査
委
員
会
」
を

設
置
し
、
審
査
を
行
う
。

採
択
さ
れ
た
提
案
は
、
事
業

化
に
向
け
て
課
題
の
整
理
や
調

整
を
行
い
決
定
す
る
。
決
定
後

の
事
業
者
等
を
選
定
す
る
際
は

「
藤
沢
市
公
民
連
携
事
業
化
提

案
審
査
委
員
会
」
に
よ
り
示
さ

れ
た
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
あ
る
い
は

競
争
入
札
等
の
事
業
者
等
の
選

定
方
法
の
考
え
方
、
ま
た
、
そ

の
際
の
評
点
に
対
す
る
加
点
等

の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
考
え
方

を
基
本
と
し
て
、
事
業
を
進
め

て
い
く
。

今
後
、
六
月
か
ら
一
般
事
業

提
案
の
募
集
要
領
を
公
表
し
、

広
く
周
知
を
図
る
た
め
、
各
地

区
地
域
経
営
会
議
や
各
種
団
体
、

事
業
者
等
へ
説
明
し
、
七
月
か

ら
八
月
に
提
案
募
集
を
受
け
付

け
し
、
九
月
に
審
査
を
行
い
、

九
月
末
ま
で
に
結
果
を
提
案
者

に
通
知
す
る
予
定
で
あ
る
。
採

択
さ
れ
た
提
案
は
、
事
業
化
に

向
け
課
題
の
整
理
や
調
整
を
行

い
、
事
業
化
の
決
定
後
、
予
算

化
等
の
準
備
を
進
め
て
い
く
。

な
お
、
特
定
課
題
事
業
の
提

案
募
集
は
、
本
年
十
二
月
か
ら

来
年
一
月
に
か
け
て
実
施
し
て

い
く
予
定
で
あ
る
。

文
教
常
任
委
員
会
は
、
六
月

十
四
日
に
開
催
さ
れ
、委
員
長
、

副
委
員
長
を
互
選
に
よ
り
選
出

し
た
後
、
陳
情
一
件
を
審
査
し

た
。
そ
の
結
果
、
陳
情
は
趣
旨

不
了
承
と
決
定
し
た
。

ま
た
、
①
中
部
地
区
に
お
け

る
保
育
所
建
設
②
藤
沢
市
教
育

振
興
基
本
計
画
の
策
定
状
況
③

平
成
二
十
三
年
度
使
用
藤
沢
市

教
科
用
図
書
の
採
択
方
針
④
平

成
二
十
一
年
度
体
力
・
運
動
能

力
、
運
動
習
慣
等
調
査
の
結
果

⑤
市
民
と
の
協
働
に
よ
る
公
民

館
及
び
図
書
館
の
運
営
―
―
以

上
五
件
に
つ
い
て
報
告
を
受
け

た
。

〇
藤
沢
市
教
育
振
興
基
本
計
画

の
策
定
状
況
に
つ
い
て

〈
教
育
委
員
会
の
説
明
〉

計
画
策
定
の
趣
旨
は
、
平
成

十
八
年
に
改
正
さ
れ
た
教
育
基

本
法
に
基
づ
き
、
国
が
策
定
し

た
教
育
振
興
基
本
計
画
を
参
考

に
、
本
市
の
実
情
に
応
じ
た
教

育
の
振
興
の
た
め
の
施
策
に
関

す
る
基
本
的
な
計
画
と
し
て
策

定
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
計
画
は
、
本
市
の
新
総
合

計
画
の
教
育
に
関
す
る
部
門
別

計
画
を
担
う
も
の
と
し
て
、
教

育
基
本
法
に
新
た
に
規
定
さ
れ

た
生
涯
学
習
の
理
念
に
基
づ
き
、

本
市
域
の
教
育
全
般
に
わ
た
る

計
画
と
し
て
位
置
づ
け
、
お
お

む
ね
十
年
後
を
見
据
え
た
基
本

構
想
を
も
と
に
、
二
十
三
年
度

か
ら
二
十
七
年
度
ま
で
の
五
年

間
に
取
り
組
む
べ
き
施
策
を
示

す
も
の
と
し
て
策
定
し
て
い
く

こ
と
を
考
え
て
い
る
。

計
画
策
定
に
当
た
っ
て
は
、

本
市
の
実
情
に
応
じ
た
教
育
の

振
興
に
関
し
て
幅
広
く
市
民
等

の
意
見
を
求
め
る
た
め
、
保
護

者
や
市
民
公
募
委
員
を
含
め
た

藤
沢
市
教
育
振
興
基
本
計
画
策

定
委
員
会
を
設
置
し
て
お
り
、

本
市
の
教
育
の
あ
り
方
や
進
む

べ
き
方
向
性
等
を
協
議
し
、
基

本
構
想
に
つ
い
て
の
意
見
を
答

申
し
て
い
た
だ
く
。

ま
た
、
策
定
に
当
た
っ
て
の

仕
組
み
と
し
て
、「
市
民
力
・
地

域
力
」、「
教
育
力
」
及
び
「
行

政
力
」
の
三
つ
の
力
を
活
用
す

る
こ
と
を
考
え
て
い
る
。

活
用
の
方
法
は
、
①
「
市
民

力
・
地
域
力
」
に
つ
い
て
は
、

市
民
目
線
で
本
市
の
教
育
を
考

え
る
た
め
、
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト

や
教
育
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催
し
、

市
民
の
意
見
を
反
映
す
る
こ
と

②
「
教
育
力
」
に
つ
い
て
は
、

教
員
や
社
会
教
育
関
係
施
設
職

員
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
、

現
場
の
意
見
を
反
映
す
る
こ
と

③
「
行
政
力
」
に
つ
い
て
は
、

教
育
委
員
と
の
協
議
を
行
い
意

見
を
反
映
し
、
庁
内
会
議
と
し

て
計
画
策
定
検
討
会
を
組
織
し
、

事
業
計
画
等
の
検
討
を
進
め
る

こ
と
―
―
以
上
で
あ
る
。

策
定
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い

て
は
、
市
民
や
教
員
等
へ
の
ア

ン
ケ
ー
ト
を
六
月
中
に
実
施
し
、

そ
の
結
果
を
七
月
の
策
定
委
員

会
に
資
料
提
供
す
る
。
策
定
委

員
会
は
、
十
月
ま
で
に
六
回
の

会
議
を
開
催
し
、
基
本
構
想
の

答
申
を
し
て
い
た
だ
き
、
教
育

委
員
会
は
、
こ
の
答
申
に
基
づ

き
五
年
間
に
実
施
す
べ
き
事
業

に
つ
い
て
検
討
す
る
。

そ
の
後
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
を
実
施
し
た
上
で
、
新
総

合
計
画
と
の
整
合
を
図
る
中
で
、

事
業
計
画
ま
で
盛
り
込
ん
だ
教

育
振
興
基
本
計
画
を
来
年
一
月

を
目
途
に
策
定
す
る
。

い
て
は
、
健
康
上
の
理
由
か
ら

欠
席
の
申
し
出
が
あ
り
、
質
問

に
対
す
る
回
答
は
文
書
に
よ
り

行
わ
れ
た
。

五
月
十
日
に
は
、
市
長
等
に

出
席
を
求
め
質
疑
を
行
っ
た
後
、

こ
の
件
に
つ
い
て
の
連
合
審
査

会
で
の
審
査
を
終
了
し
た
。

〇
善
行
地
区
に
お
け
る
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
事
業
用
地
に

つ
い
て

〈
主
な
質
問
と
答
弁
等
〉

質
問

こ
の
土
地
の
売
却
を
市

に
働
き
か
け
た
の
は
、
ご
自
身

か
。
あ
る
い
は
市
議
会
議
員
に

依
頼
を
し
た
の
か
。

回
答

土
地
の
売
却
を
、
市
に

依
頼
し
た
こ
と
は
な
い
。
地
元

の
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
で
会
う
機

会
が
あ
り
、
地
元
の
事
情
や
面

識
が
広
い
市
議
会
議
員
に
依
頼

は
し
た
が
、
市
へ
働
き
か
け
て

ほ
し
い
と
い
っ
た
依
頼
は
一
切

し
て
い
な
い
。
議
員
が
、
善
行

市
民
セ
ン
タ
ー
に
相
談
し
た
こ

と
は
、
独
自
で
判
断
し
た
こ
と

だ
と
思
う
。（
前
土
地
所
有
者
）

質
問

こ
の
土
地
に
つ
い
て
、

だ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
な
相
談
を

受
け
た
の
か
。
ま
た
、
市
へ
の

働
き
か
け
を
依
頼
さ
れ
た
こ
と

は
あ
る
か
。

答
弁

前
土
地
所
有
者
か
ら
地

元
で
活
用
し
て
ほ
し
い
土
地
が

あ
る
の
で
、
で
き
た
ら
売
却
し

た
い
と
い
う
相
談
を
受
け
た
。

市
へ
売
却
す
る
こ
と
を
前
提
に

し
た
依
頼
で
は
な
く
、
自
分
の

判
断
で
、
善
行
地
区
で
の
活
用

を
念
頭
に
地
元
の
市
民
セ
ン
タ

ー
に
相
談
し
た
。（
市
議
会
議
員
）

質
問

市
議
会
議
員
か
ら
相
談

を
受
け
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、

そ
の
相
談
の
内
容
は
。

答
弁

地
域
で
活
用
し
て
ほ
し

い
土
地
が
あ
る
の
で
、
市
で
買

っ
て
活
用
で
き
な
い
か
と
相
談

を
受
け
た
。（
前
善
行
市
民
セ

ン
タ
ー
主
幹
）

質
問

市
長
は
、
こ
の
土
地
を

な
ぜ
買
う
と
決
め
た
の
か
。

答
弁

善
行
地
区
自
治
会
連
合

会
の
陳
情
を
受
け
、
駅
の
近
く

に
、
緑
が
豊
か
な
と
こ
ろ
が
残

っ
て
い
た
こ
と
に
驚
い
た
。
同

時
に
、
早
く
確
保
し
な
い
と
開

発
さ
れ
、
貴
重
な
自
然
環
境
が

失
わ
れ
る
と
い
う
危
機
感
が
強

く
あ
り
、
市
民
の
た
め
に
市
で

購
入
す
べ
き
と
思
っ
た
。（
市
長
）

質
問

前
土
地
所
有
者
が
三
千

万
円
で
取
得
し
た
と
さ
れ
る
土

地
を
、
な
ぜ
、
一
億
八
百
五
十

万
円
で
購
入
し
た
の
か
。

答
弁

土
地
の
値
段
は
不
動
産

鑑
定
士
の
調
査
に
よ
り
し
っ
か

り
と
評
価
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

決
し
て
不
適
切
な
額
で
は
な
い

と
考
え
て
い
る
。（
市
長
）

を
営
む
こ
と
を
保
障
す
る
社

会
的
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の

一
つ
で
あ
り
、
賃
金
格
差
と

貧
困
問
題
の
解
決
と
内
需
拡

大
の
観
点
か
ら
も
、
生
活
保

護
を
下
回
ら
な
い
速
や
か
な

最
低
賃
金
改
定
が
図
ら
れ
る

べ
き
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
政
府
等
関
係
機

関
に
対
し
、
平
成
二
十
二
年

度
の
神
奈
川
県
最
低
賃
金
の

諮
問
・
改
定
を
早
期
に
行
い
、

「
同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金
」

の
観
点
に
立
ち
、
フ
ル
タ
イ

ム
正
規
労
働
者
の
賃
金
水
準

へ
の
接
近
を
基
本
に
、
そ
の

改
定
を
図
る
こ
と
等
を
要
望

す
る
。

（
以
上
、
要
旨
を
掲
載
）

〇
神
奈
川
県
最
低
賃
金
改
定

等
に
関
す
る
意
見
書

我
が
国
の
経
済
は
、
一
昨

年
の
ア
メ
リ
カ
の
金
融
危
機

に
端
を
発
し
た
世
界
同
時
不

況
の
影
響
を
払
拭
し
き
れ
ず
、

本
格
的
な
回
復
基
調
に
は
至

っ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
。

一
方
、
雇
用
に
お
い
て
も
、

派
遣
切
り
や
日
雇
い
派
遣
と

い
っ
た
労
働
者
の
非
正
規
化

に
よ
り
、
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア

と
呼
ば
れ
る
低
賃
金
労
働
者

が
一
千
万
人
を
超
え
、
現
在

も
増
加
を
続
け
て
お
り
、
賃

金
格
差
と
貧
困
問
題
は
い
ま

だ
解
決
さ
れ
て
い
な
い
。

最
低
賃
金
制
度
は
、
労
働

者
が
健
康
で
文
化
的
な
生
活

事業提案の募集に向け、制度の説明を受ける市職員

公
民
連
携
事
業
化
提
案
制
度
を
創
設

新
し
い
公
共
づ
く
り
を
目
指
す

総 務 総 務 

教
育
振
興
基
本
計
画

平
成
23
年
1
月
を
目
途
に
策
定

善
行
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

活
動
事
業
用
地

総
務
・
建
設
連
合
審
査
会
を
開
催

文 教  文 教  

意
見
書 

1
件
を
政
府
等
へ
提
出
 

総
務
常
任
委
員
会
・
建
設
常

任
委
員
会
連
合
審
査
会
は
、
四

月
十
二
日
、
二
十
三
日
及
び
五

月
十
日
に
開
催
さ
れ
、
善
行
地

区
に
お
け
る
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
活
動
事
業
用
地
に
つ
い
て
の

審
査
を
行
っ
た
。

四
月
十
二
日
は
、
今
後
の
進

め
方
を
協
議
し
、
同
二
十
三
日

は
、
当
時
の
関
係
者
に
参
考
人

と
し
て
出
席
を
求
め
、
質
疑
を

行
っ
た
。
前
土
地
所
有
者
に
つ


